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(57)【要約】
【課題】  内視鏡の鉗子チャネルを専有せずに、蛍光観
察が可能なプローブ，及びこのプローブを備えた蛍光診
断システムを提供する。
【解決手段】  プローブＰは、自家蛍光を発するように
生体を励起する励起光を導くための第１の光ファイバＦ
１，及び自家蛍光を含む検出光を導くための第２の光フ
ァイバＦ２を、いずれも多数備えている。両光ファイバ
Ｆ１，Ｆ２は、その先端から所定の領域において、中空
の領域を残して、その横断面がリング状となるように複
合バンドルとして束ねられている。また、両光ファイバ
Ｆ１，Ｆ２は、その基端側において、個別の分岐バンド
ルとして、夫々束ねられている。従って、プローブＰが
内視鏡の鉗子チャネルに挿通されていても、このプロー
ブの中空領域を通じて、さらに処置具等を挿通可能であ
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】複数の第１の光ファイバ，及び複数の第２
の光ファイバを有し、
前記両光ファイバが、その先端から所定の長さに亘っ
て、処置具を挿通可能な中空の領域の周辺に、複合バン
ドルとして束ねられ、前記第１の光ファイバがその基端
側において第１の分岐バンドルとして束ねられるととも
に、前記第２の光ファイバがその基端側において第２の
分岐バンドルとして束ねられてなることを特徴とするプ
ローブ。
【請求項２】複数の第１の光ファイバ，複数の第２の光
ファイバ，及び複数の第３の光ファイバを有し、
前記各光ファイバがその先端側において複合バンドルと
して束ねられ、前記第１の光ファイバがその基端側にお
いて第１の分岐バンドルとして束ねられ、前記第２の光
ファイバがその基端側において第２の分岐バンドルとし
て束ねられ、前記第３の光ファイバがその基端側におい
て第３の分岐バンドルとして束ねられてなることを特徴
とするプローブ。
【請求項３】前記第１の光ファイバの径は、前記第２の
光ファイバの径よりも大きいことを特徴とする請求項１
又は２記載のプローブ。
【請求項４】前記第１の光ファイバの本数は、前記第２
の光ファイバの本数よりも多いことを特徴とする請求項
１乃至３のいずれかに記載のプローブ。
【請求項５】複数の第１の光ファイバ，及び複数の第２
の光ファイバを有し、前記両光ファイバが、その先端か
ら所定の長さに亘って、処置具を挿通可能な中空の領域
の周辺に、複合バンドルとして束ねられ、前記第１の光
ファイバがその基端側において第１の分岐バンドルとし
て束ねられるとともに、前記第２の光ファイバがその基
端側において第２の分岐バンドルとして束ねられてなる
プローブと、
前記第１の光ファイバにその基端面から、生体の自家蛍
光を励起する励起光を入射させる励起光源部と、
生体からの光が、前記第２の光ファイバの先端面から入
射して、その基端面から検出光として射出された場合
に、この検出光を取得して分析する分析部とを、備えた
ことを特徴とする蛍光診断システム。
【請求項６】複数の第１の光ファイバ，複数の第２の光
ファイバ，及び複数の第３の光ファイバを有し、前記各
光ファイバがその先端側において複合バンドルとして束
ねられ、前記第１の光ファイバがその基端側において第
１の分岐バンドルとして束ねられ、前記第２の光ファイ
バがその基端側において第２の分岐バンドルとして束ね
られ、前記第３の光ファイバがその基端側において第３
の分岐バンドルとして束ねられてなるプローブと、
前記第１の光ファイバにその基端面から、生体の自家蛍
光を励起する励起光を入射させる励起光源部と、
生体からの光が、前記第２の光ファイバにその先端面か
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ら入射して、その基端面から検出光として射出された場
合に、この検出光を取得して分析する分析部と、
前記第３の光ファイバの基端面からレーザ治療用のレー
ザ光を入射させるレーザ治療装置とを、備えたことを特
徴とする蛍光診断システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、プローブ，及びこ
のプローブを備えた蛍光診断システムに、関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、生体組織に対して紫外光（励起
光）が照射されると、この生体組織は励起されて蛍光
（自家蛍光）を発することが、知られている。さらに、
腫瘍等の病変が生じた生体組織が発する蛍光は、正常な
生体組織が発する蛍光とは異なる性質を有することが、
知られている。具体的には、正常な生体組織が発する蛍
光は、その緑色帯域の強度が赤色帯域の強度よりもかな
り大きい。一方、病変が生じた生体組織が発する蛍光
は、その緑色帯域と赤色帯域の強度差が僅かである。こ
の特性を利用して、自家蛍光の緑色帯域の強度と赤色帯
域の強度とを比較することにより、生体組織における病
変の有無を診断する蛍光診断システムが、開発されてき
ている。
【０００３】この蛍光診断システムは、励起光を生体へ
照射するとともに生体からの光を導くプローブを備えて
いる。このプローブは、励起光を導く多数の照明用光フ
ァイバと、蛍光を導く多数の検出用光ファイバとが、束
ねられて構成されている。具体的には、両光ファイバ
は、その先端側では複合バンドルとして束ねられてお
り、基端側では、照明用光ファイバのみの照明用バンド
ルと、検出用光ファイバのみの検出用バンドルとして、
個別に束ねられている。さらに、この蛍光診断装置は、
照明用バンドルにその基端面から励起光を入射させる励
起光源部と、検出用バンドルの基端側に接続されるとと
もに生体からの光を取得する検出部とを、備えている。
【０００４】通常、このプローブは、その先端側が内視
鏡の鉗子チャネル内へ引き通されて、使用される。即
ち、術者は、内視鏡の先端からプローブを突出させた状
態で、この内視鏡の先端を被検体に対向させる。そし
て、照明用バンドルに導かれた励起光は、複合バンドル
を経て、プローブの先端から被検体へ向けて射出され
る。すると、被検体は、励起光に照射されて、自家蛍光
を発する。このため、この自家蛍光が、被検体表面で反
射された励起光とともに、プローブにその先端から入射
する。このプローブの複合バンドルにおける各検出用光
ファイバに入射した光（検出光）は、検出用バンドルの
基端面から射出されて、検出部によって検出される。そ
して、この検出光の緑色帯域の強度と赤色帯域の強度と
が、モニタに表示される。術者は、双方の強度差が大き
ければ、当該被検体が正常であると判断し、双方の強度
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差が小さければ、当該被検体に病変が生じていると判断
する。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】通常、プローブは、内
視鏡の鉗子チャネルを通じて使用される。このため、蛍
光診断中は、内視鏡の鉗子チャネルが１つ塞がってしま
う。特に、鉗子チャネルが１つしかないタイプの内視鏡
とともに、このプローブが使用されると、蛍光診断中
は、鉗子チャネルが使用不能となってしまう。
【０００６】なお、蛍光診断により病変が認められれ
ば、その病変が生じた部分に対して、鉗子やレーザプロ
ーブ等の各種の処置具を用いた処置がなされることが多
い。但し、鉗子チャネルが使用不能であれば、術者は、
まず、蛍光診断用のプローブを鉗子チャネルから引き抜
いた後に、改めて、その鉗子チャネルへ処置具を挿通し
なければならない。この作業には手間と時間がかり、し
かも、この作業により、病変の生じた部分に対向してい
た内視鏡の先端が、変位してしまう。このため、病変の
生じた部分に対する正確な処置が難しくなってしまう。
【０００７】そこで、内視鏡の鉗子チャネル利用して
も、この鉗子チャネルを専有することのないプローブ，
及びこのプローブを備えた蛍光診断システムを提供する
ことを、本発明の課題とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解
決するために、以下のような構成を採用した。
【０００９】即ち、本発明のプローブは、複数の第１の
光ファイバ，及び複数の第２の光ファイバを有し、前記
両光ファイバが、その先端から所定の長さに亘って、処
置具を挿通可能な中空の領域の周辺に、複合バンドルと
して束ねられ、前記第１の光ファイバがその基端側にお
いて第１の分岐バンドルとして束ねられるとともに、前
記第２の光ファイバがその基端側において第２の分岐バ
ンドルとして束ねられてなることを特徴とする。
【００１０】このように構成されると、プローブが内視
鏡の鉗子チャネル等に挿通されていたとしても、複合バ
ンドル内の中空の領域を通じて、処置具が挿通される。
なお、このプローブは、蛍光診断装置とともに蛍光診断
システムとして利用されてもよい。即ち、第１の光ファ
イバを通じて被検体に励起光を射出し、第２の光ファイ
バを通じて被検体からの光を取得することにより、蛍光
観察がなされる。そして、このように蛍光観察がなされ
ていても、プローブを鉗子チャネルから抜去することな
く、その中空の領域を通じて処置具が挿通され、各種の
処置がなされる。なお、中空の領域内に、第３の光ファ
イバが複数充填されていてもよい。この第３の光ファイ
バは、レーザ治療用に利用されてもよい。
【００１１】
【発明の実施の形態】以下、図面に基づいて本発明の実
施形態を説明する。
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【００１２】＜第１実施形態＞図１は、本実施形態の内
視鏡システムを模式的に示す概略構成図である。この内
視鏡システムは、電子内視鏡１，光源プロセッサ装置
２，プローブＰ，及び蛍光診断装置３を、備えている。
【００１３】まず、電子内視鏡（以下、内視鏡と略記）
１について、説明する。この内視鏡１は、生体内に挿入
される可撓管状の挿入部を、有している。但し、図１に
は、この内視鏡１の詳細な形状は、図示されていない。
この挿入部の先端には湾曲部が組み込まれており、この
湾曲部の先端には、硬質部材製の先端部が固定されてい
る。また、挿入部の基端には操作部が連結されている。
この操作部には、湾曲部を湾曲操作するためのダイヤル
及び各種操作スイッチが、設けられている。
【００１４】この内視鏡１の先端部には、少なくとも３
つの貫通孔が穿たれており、そのうちの一対の貫通孔
は、配光レンズ１１及び対物レンズ１２が夫々填め込ま
れることにより、封止されている。他の１つの貫通孔
は、鉗子孔１３として利用される。具体的には、この鉗
子孔１３と操作部に開けられた開口（基端側の鉗子孔１
４）とを結ぶ細管が、内視鏡１内を引き通されており、
この細管が鉗子チャネルとして利用される。
【００１５】さらに、内視鏡１は、ライトガイド１５
を、有している。このライトガイド１５は、光ファイバ
が多数束ねられてなるファイババンドルである。そし
て、このライトガイド１５は、その先端面が配光レンズ
１１に対向した状態で、内視鏡１内を引き通され、その
基端が、光源ユニット２内に引き通されている。
【００１６】さらに、内視鏡１は、ＣＣＤエリアセンサ
である撮像素子１６を、有している。この撮像素子１６
の撮像面は、内視鏡１の先端部が被検体に対向配置され
たときに対物レンズ１２が当該被検体像を結ぶ位置の近
傍に、配置されている。そして、撮像素子１６は、被検
体像に基づく画像データを取得して、信号線１７へ出力
する。なお、対物レンズ１２及び撮像素子１６間の光路
中に、紫外光を遮断して可視光を透過させる励起光カッ
トフィルタが、挿入されていてもよい。
【００１７】次に、光源プロセッサ装置２について説明
する。この光源プロセッサ装置２は、可視光を射出する
通常光源ユニット２１，及び，信号線１７を介して撮像
素子１６に接続されたビデオプロセッサ２２を、備えて
いる。通常光源ユニット２１は、ライトガイド１５の基
端面に、青色光（Ｂ光），緑色光（Ｇ光），及び赤色光
（Ｒ光）を順次繰り返して入射させる。入射したＢ光，
Ｇ光，及びＲ光は、ライトガイド１５に導かれ、配光レ
ンズ１１により拡散されて、内視鏡１の先端に対向した
被検体を照射する。すると、撮像素子１６の撮像面に
は、被検体のＢ光による像，Ｇ光による像，及びＲ光に
よる像が、順次形成される。そして、この撮像素子１６
は、被検体のＢ光による像，Ｇ光による像，及びＲ光に
よる像を、Ｂ画像信号，Ｇ画像信号，及びＲ画像信号に
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夫々変換し、信号線１７を介してビデオプロセッサ２２
へ送信する。
【００１８】このビデオプロセッサ２２は、Ｂ画像信
号，Ｇ画像信号，及びＲ画像信号を取得して、被検体の
カラー画像を合成する。即ち、いわゆる面順次方式によ
り、カラー画像が取得される。そして、ビデオプロセッ
サ２２は、得られたカラー画像を、図示せぬモニタに表
示する。術者は、モニタに表示された被検体のカラー画
像を観察する。
【００１９】次に、プローブＰについて説明する。図２
は、プローブＰの構成を示す模式図である。このプロー
ブＰは、生体組織を励起して自家蛍光を放出させるため
の励起光を導く第１の光ファイバＦ１，及び，生体組織
からの光を導くための第２の光ファイバＦ２を、いずれ
も多数備えている。そして、両光ファイバＦ１，Ｆ２は
その先端から過半の領域において、複合バンドルとして
束ねられている。この複合バンドル及びそれを被覆する
チューブＴａ１，Ｔａ２が、複合部Ｐ０を構成してい
る。
【００２０】図３は、複合部Ｐ０の横断面図である。外
側チューブＴａ１は、可撓性を有する管状の部材であ
り、内視鏡１の鉗子チャネルに挿通可能な外径を有して
いる。内側チューブＴａ２は、その外径が外側チューブ
Ｔａ１の内径よりも小さく形成されている。なお、内側
チューブＴａ２の内径は、内視鏡用の鉗子，レーザプロ
ーブ又はスネア等の処置具が挿通可能な径になってい
る。この内側チューブＴａ２は、外側チューブＴａ１内
に配置されている。
【００２１】そして、これら両チューブＴａ１，Ｔａ２
間の領域、即ち、図３におけるリング状の領域に、両光
ファイバＦ１，Ｆ２が充填されている。具体的には、内
側チューブＴａ２に接するように、第２の光ファイバＦ
２の層が形成され、この第２の光ファイバＦ２の層に接
するように第１の光ファイバＦ１の層が形成され、以
降、外側チューブＴａ１へ向かって、交互に、第２の光
ファイバＦ２の層と第１の光ファイバＦ１の層とが、形
成されている。上記のように、複合バンドルＰ０は、中
空の領域を残して、その横断面がリング状になるよう
に、束ねられている。
【００２２】図２に示されるように、第１の光ファイバ
Ｆ１は、その基端側において、第１の分岐バンドルとし
て束ねられている。この第１の分岐バンドルは、可撓性
を有する管状部材である第１の分岐チューブＴｂ１に被
覆されている。これら第１の分岐バンドル及び第１の分
岐チューブＴｂ１が、第１の分岐部Ｐ１を構成してい
る。
【００２３】同様に、第２の光ファイバＦ２は、その基
端側において、第２の分岐バンドルとして束ねられてい
る。この第２の分岐バンドルは、可撓性を有する管状部
材である第２の分岐チューブＴｂ２に被覆されている。
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これら第２の分岐バンドル及び第２の分岐チューブＴｂ
２が、第２の分岐部Ｐ２を構成している。
【００２４】図４は、プローブＰの外観図である。この
図４に示されるように、プローブＰは、略楕円柱状の連
結部材Ｔを、さらに備えている。この連結部材Ｔの側面
には、貫通孔が開けられた突起である開口突起Ｔ１が突
出形成されている。そして、連結部材Ｔの一方の底面に
は、複合バンドルＰ０が貫通しており、他方の底面に
は、両分岐バンドルＰ１，Ｐ２が貫通している。また、
複合部Ｐ０の内側チューブＴａ２は、その基端を、開口
突起Ｔ１に連通させている。このため、複合部Ｐ０の先
端側の開口Ｈと開口突起Ｔ１とは、内側チューブＴａ２
により連通されている。
【００２５】次に、図５を参照して、蛍光診断装置３に
ついて説明する。この蛍光診断装置３は、励起光源３
１，及び集光レンズ３２を、備えている。励起光源３１
は、励起光を平行光として射出する。集光レンズ３２
は、励起光源３１から射出された励起光の光路上に配置
されており、この励起光を、第１の分岐部Ｐ１における
分岐バンドルの基端面上で収束させる。収束した励起光
は、第１の分岐部Ｐ１における各光ファイバＦ１内に入
射する。入射した励起光は、これら各光ファイバＦ１に
導かれて、複合部Ｐ０の先端面から射出される。
【００２６】この複合部Ｐ０の先端面が、生体組織等の
被検体に対向した状態において、この被検体は、複合部
Ｐ０の先端面から射出された励起光を照射される。する
と、被検体は励起されて、自家蛍光を発する。なお、励
起光の一部は、被検体表面で反射される。このため、反
射された励起光及び発せられた自家蛍光の一部が、複合
部Ｐ０の先端面へ向かう。そして、これら励起光及び自
家蛍光のうち、第２の光ファイバＦ２に入射したもの
は、これら第２の光ファイバＦ２に導かれて、第２の分
岐バンドルの基端面から射出される。
【００２７】さらに、蛍光診断装置３は、コリメータレ
ンズ３３，ビームスプリッタ３４，ミラー３５，第１の
検出器３６，第２の検出器３７，及び分析部３８を、備
えている。コリメータレンズ３３は、第２の分岐部Ｐ２
における分岐バンドルの基端面から射出された光（検出
光）の光路上に配置されており、この検出光を平行光に
変換する。ビームスプリッタ３４は、レンズ３３から射
出された検出光の一部を反射させるとともに一部を透過
させる。
【００２８】第１の検出器３６は、ビームスプリッタ３
４により反射された検出光の光路上に配置されている。
なお、ビームスプリッタ３４及び第１の検出器３６間の
光路には、第１のフィルタ３６ａが挿入されている。こ
のフィルタ３６ａは、入射した光のうちの緑色帯域の成
分のみを透過させるとともに他の成分を遮断する。従っ
て、入射した検出光における自家蛍光由来の成分のう
ち、緑色帯域の成分のみが抽出される。なお、入射した
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7
励起光由来の成分は、全て遮断される。そして、第１の
検出器３６は、抽出された緑色帯域の成分の強度を示す
電気信号を出力する。
【００２９】一方、ビームスプリッタ３３を透過した検
出光は、ミラー３５により反射される。第２の検出器３
７は、ミラー３５により反射された検出光の光路上に配
置されている。なお、ミラー３５及び第２の検出器３７
間の光路には、第２のフィルタ３７ａが挿入されてい
る。このフィルタ３７ａは、入射した光のうちの赤色帯
域の成分のみを透過させるとともに他の成分を遮断す
る。従って、入射した検出光における自家蛍光由来の成
分のうち、赤色帯域の成分のみが抽出される。なお、入
射した励起光由来の成分は、全て遮断される。そして、
第２の検出器３７は、抽出された赤色帯域の成分の強度
を示す電気信号を出力する。
【００３０】分析部３８は、両検出器３６，３７に夫々
接続されている。そして、この分析部３８は、両検出器
３６，３７から夫々出力された信号を取得して、取得し
た信号の強度を示す値及びそれに基づいて作成したグラ
フを、図示せぬモニタに表示する。
【００３１】以下、本実施形態の作用について説明す
る。術者は、内視鏡１の挿入部を生体内に挿入し、その
先端部を、観察対象となる部位に対向させる。なお、モ
ニタには、内視鏡１の先端部が対向した領域が、カラー
画像として表示される。術者は、このカラー画像を見
て、生体内の状態を観察することができる。
【００３２】さらに、術者は、カラー画像の観察を通じ
て選択した部位に対して、蛍光診断装置３を利用した観
察（蛍光観察）を行う。具体的には、術者は、蛍光診断
装置３のプローブＰの先端を、内視鏡１の基端側の鉗子
孔１４内へ挿入し、先端側の鉗子孔１３から突出させ
る。この状態において、プローブＰの先端から励起光が
射出される。この励起光は、生体を励起して自家蛍光を
放出させる。このため、生体から発せられた自家蛍光及
び生体表面で反射された励起光が、検出光として、プロ
ーブＰの先端から入射する。このプローブＰにおける第
２の光ファイバＦ２に入射した検出光は、第２の分岐部
Ｐ２を経て蛍光診断装置３内へ導かれる。そして、分析
部３８は、検出光の緑色帯域及び赤色帯域の成分の強度
を、モニタに表示する。
【００３３】術者は、両帯域の強度差が大きい場合に
は、被検体は正常であると判別する。一方、術者は、両
帯域の強度差が小さい場合には、被検体に病変が生じて
いる可能性が高い、即ち、当該被検体は異常であると、
判別する。
【００３４】この被検体が異常と判別された場合には、
術者は、内視鏡用の鉗子，レーザプローブ又はスネア等
の処置具を用いて、処置を行う。具体的には、術者は、
内視鏡１の位置をそのままの状態で保持するとともに、
プローブＰの開口突起Ｔ１に、処置具の先端を挿入す
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る。そして、術者は、処置具を、内側チューブＴａ２を
通じて挿入してゆき、プローブＰの先端の開口Ｈから突
出させる。なお、生体におけるプローブＰに対向した領
域が、処置の対象となる領域であるので、術者は、処置
の対象となる領域に、処置具を正確かつ簡単に導くこと
ができる。
【００３５】＜第２実施形態＞図６は、本実施形態の概
略構成図である。本実施形態は、上記第１実施形態の構
成において、３系統の光ファイバを有するプローブＰ’
及びレーザ治療装置Ｌを備えた点を、特徴としている。
【００３６】図７は、本実施形態のプローブＰ’の構成
を示す模式図である。このプローブＰ’は、励起光を導
くための第１の光ファイバＦ１，検出光を導くための第
２の光ファイバＦ２，及びレーザ治療用の第３の光ファ
イバＦ３を、いずれも多数備えている。そして、各光フ
ァイバＦ１，Ｆ２，Ｆ３はその先端から過半の領域にお
いて、複合バンドルとして束ねられている。この複合バ
ンドル及びそれを被覆するチューブＴａ１が、複合部Ｐ
０’を構成している。
【００３７】図８は、複合部Ｐ０’の横断面図である。
チューブＴａ１は、可撓性を有する管状の部材であり、
内視鏡１の鉗子チャネルに挿通可能な外径を有してい
る。このチューブＴａ１内に、各光ファイバＦ１，Ｆ
２，Ｆ３が格納されている。具体的には、第３の光ファ
イバＦ３は、全て、チューブＴａ１における中心軸付近
の領域に、密集するように配置されている。そして、こ
れら第３の光ファイバＦ３の最も外側のものに接するよ
うに、第２の光ファイバＦ２の層が形成されている。さ
らに、この第２の光ファイバＦ２の層に接するように第
１の光ファイバＦ１の層が形成され、以降、チューブＴ
ａ１へ向かって、交互に、第２の光ファイバＦ２の層と
第１の光ファイバＦ１の層が、形成されている。
【００３８】図７に示されるように、第１の光ファイバ
Ｆ１は、その基端側において、第１の分岐バンドルとし
て束ねられている。この第１の分岐バンドルは、可撓性
を有する管状部材である第１の分岐チューブＴｂ１に被
覆されている。これら第１の分岐バンドル及び第１の分
岐チューブＴｂ１が、第１の分岐部Ｐ１を構成してい
る。
【００３９】同様に、第２の光ファイバＦ２は、その基
端側において、第２の分岐バンドルとして束ねられてい
る。この第２の分岐バンドルは、可撓性を有する管状部
材である第２の分岐チューブＴｂ２に被覆されている。
これら第２の分岐バンドル及び第２の分岐チューブＴｂ
２が、第２の分岐部Ｐ２を構成している。
【００４０】同様に、第３の光ファイバＦ３は、その基
端側において、第３の分岐バンドルとして束ねられてい
る。この第３の分岐バンドルは、可撓性を有する管状部
材である第３の分岐チューブＴｂ３に被覆されている。
これら第３の分岐バンドル及び第３の分岐チューブＴｂ
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３が、第３の分岐部Ｐ３を構成している。
【００４１】そして、図６に示されるように、第１及び
第２の分岐部Ｐ１，Ｐ２は、上記第１実施形態と同様
に、蛍光診断装置３に接続されている。一方、第３の分
岐部Ｐ３の基端側は、レーザ治療装置Ｌに接続されてい
る。このレーザ治療装置Ｌは、高出力のレーザ光源を備
えており、そのレーザ光源から射出されたレーザ光を、
第３の分岐部の分岐バンドルの基端面に収束させて、各
光ファイバＦ３へ夫々入射させる。入射したレーザ光
は、各光ファイバＦ３に導かれて、プローブＰの先端か
ら射出される。
【００４２】従って、術者は、蛍光診断装置３を利用し
て上記第１実施形態と同様に被検体を蛍光観察し、その
結果、被検体が異常と判別された場合に、直ちに、レー
ザ治療装置Ｌを操作して、被検体にレーザ光を照射する
ことができる。なお、生体におけるプローブＰ’に対向
した領域が、処置の対象となる領域であるので、術者
は、処置の対象となる領域に対し、正確にレーザ光を照
射してレーザ治療を施すことができる。
【００４３】＜変形例＞より正確な蛍光観察のために
は、生体に照射される励起光の強度を増大させることが
有効である。このためには、プローブＰにおける第１の
光ファイバＦ１の径（コアの径）を、第２の光ファイバ
Ｆ２の径よりも大きくするとよい。図９は、本変形例の
プローブＰ''における複合バンドルの横断面図である。
この図９に示されるように、本変形例のプローブＰ''
は、第１実施形態のプローブＰの構成において、第２の
光ファイバＦ２よりも大径の第１の光ファイバＦ１’が
組み込まれた点を、特徴としている。
【００４４】なお、光ファイバＦ１の径を変えなくと
も、その本数を増やすことにより、励起光の強度を増大
させることが可能である。
【００４５】
【発明の効果】以上のように構成された本発明のプロー
ブは、蛍光観察等に利用される二系統の光ファイバだけ
のために、当該プローブを導くための鉗子チャネル等を*
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*専有してしまうことがない。このため、術者は、プロー
ブを鉗子チャネル等に挿通させたままで、各種の処置を
実行することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の第１実施形態の内視鏡システムを示
す概略構成図
【図２】  本発明の第１実施形態のプローブの構成を示
す模式図
【図３】  本発明の第１実施形態のプローブにおける複
合部の横断面図
【図４】  本発明の第１実施形態のプローブの外観図
【図５】  本発明の第１実施形態の蛍光診断装置を示す
概略構成図
【図６】  本発明の第２実施形態の内視鏡システムを示
す概略構成図
【図７】  本発明の第２実施形態のプローブの構成を示
す模式図
【図８】  本発明の第２実施形態のプローブにおける複
合部の横断面図
【図９】  変形例のプローブにおける複合バンドルの横
断面図
【符号の説明】
１      電子内視鏡
２      光源プロセッサ装置
３      蛍光診断装置
３１    励起光源
３８    分析部
Ｐ      プローブ
Ｐ０    複合部
Ｐ１    第１の分岐部
Ｐ２    第２の分岐部
Ｐ３    第３の分岐部
Ｆ１    第１の光ファイバ
Ｆ２    第２の光ファイバ
Ｆ３    第３の光ファイバ

【図１】 【図３】
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